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要約 
 

［性同一性障害者特例法は、トランスジェンダーが持つ］人としての尊

厳を傷つける制度であることは間違いないです。 
—サブロウ・N さん、神奈川県在住のトランスジェンダー男性、2018 年

9 月 
 
国内外から厳しい批判が強まっているにもかかわらず、日本における法律上の性別認定

手続（戸籍記載変更手続）は時代に逆行する内容で、有害である。同手続は、トランス

ジェンダーというアイデンティティを精神医学的状態と捉える時代後れで侮辱的な考え

方に基づいており、法律上の性別認定（戸籍記載変更）を求めるトランスジェンダーの

人びとに対して、長期・高額で、侵襲的かつ不可逆的な医療処置を要求している。 
 
戸籍記載変更手続に関する法律である「性同一性障害者特例法」は、国際人権法と国際

的な医学上のベスト・プラクティスに反するものだ。確かに、トランスジェンダーの人

びとのうち「性同一性障害」(GID)と診断された上で同法が定める医療処置を望む人びと

もいるが、多くはそれを望んでいない---そしてそれを求められるべきでもない。 
 
そしてさらに、一連の医学的要件はトランスジェンダーの人びとへの広範囲な偏見を助

長している。 
 
「トランスジェンダー」とは、出生時に割り当てられた性別が自らの実感や周りが考え

るジェンダーと一致しない人を包含的に指す言葉だ。この語は、出生証明での「女」ま

たは「男」の割り当てが、自らが最もしっくりと表現できるジェンダー、または選べる

ならばそう表現したいジェンダーとは一致しない人びとを指している。 
 
本報告書は、ヒューマン・ライツ・ウォッチが 2016 年以降に日本のトランスジェンダ

ーを扱った 3 本目の報告書となる。2016 年と 2019 年の報告書では、トランスジェンダ

ーの人びとの経験を詳細に記した。 
 
人びとは厳格な男女二項図式を核として設計された杓子定規な学校制度に馴染むこと、

職場を探して実際に就職すること、医療サービス関係者と関わること、そして基本的権

利に従って家族を養育することをめぐって苦闘する経験を語ってくれた。 
 
トランスジェンダーの人びとが法律上の性別の変更を可能にする法律が日本に存在する

ことは、日本政府にトランスジェンダーの人びとと関わり、支援する意志があることの

先触れではある。 
 
そしてこの法律は、トランスジェンダーの人びとに対して、法的な性別認定への---限定

つきではあるが---機会を提供している。日本ではますます多くの人が、法が定める手続
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きを踏んで法律上の性別を変更するようになっている。2019 年には過去最高の 948 人

が法律上の性別認定を受けており、施行後 15 年間の合計で 9,625 人が法律上の性別認

定を受けたことになる。 
 
しかし日本政府には、法律上の性別認定制度の問題点に対処し、これを根本から見直す

必要がある。というのは、現行法上の性別認定制度が国際基準を満たしておらず、世界

で大きな批判と不信にさらされている制度であるからだ。 
 
トランスジェンダーの人びとが、自らの性自認（ジェンダー・アイデンティティ）を法

律上認定して欲しいと望む場合、未成年の子がいないこととする要件は、トランスジェ

ンダーの人びとがもつ、私生活と家族生活の尊重を受ける権利を侵害するものだ。外科

的介入の義務づけは強要に該当する。さらに法律上の性別認定を受けられること（戸籍

記載を変更できること）は、プライバシー権、表現の自由、雇用・教育・健康・移動の

自由に関わる諸権利などの基本的権利のために欠くことができない要素の 1 つである。 
 
この報告書の作成に際し、ヒューマン・ライツ・ウォッチは専門家や活動家にインタビ

ューを行った。インタビューでは性同一性障害者特例法の改正に向けたモメンタムにつ

いて言及されるとともに、怠慢と受け取れる政府の態度への不満が語られた。1 人から

は「国際人権基準に照らして恥ずかしくない法制度を望みたい」との発言もあった。 
 
トランスジェンダーの人びとへの倒錯的なステロタイプや固定観念が、日本社会のあら

ゆる場面においてトランスジェンダーの基本的権利に対する捉え方にいまだ広く影響を

与えている。 
 
たとえば、政府や最高裁判所はトランスジェンダー男性が妊娠することなどの懸念を表

明し「社会に混乱を生じさせかねない」ことなどを法律上の断種要件正当化の根拠とし

ている。 
 
性同一性障害者特例法は 2003 年に成立し、2004 年に施行された。当時にしてみれば、

同法が特別だったわけではない。この時期に成立した世界各地の法制度にも、日本と同

じような差別的で人権侵害的な条項が含まれている。しかし様々な立法府や裁判所、地

域的人権裁判所や地域機関は近年、こうした要件が人権法に反するとの判断を示してい

る。 
 
近年、世界各地では断種要件がすでに撤廃されているか、手術を一切の要件としない法

律が起草されている。スウェーデンやノルウェーでは、過去に行われたトランスジェン

ダーの人びとへの強制断種を権利侵害と認め、サバイバーへの賠償が行われている。  
 
同様に医療専門家の組織も各国政府に対し、法律上の性別認定手続から医療要件を削除

するよう求めている。直近では、世界保健機関(WHO)が新たな国際疾病分類を発表し、
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「トランスセクシュアリズム」及び「性同一性障害」を「精神障害」のセクションから

除外した。2012 年にアメリカ精神医学会が「性同一性障害」について行ったのと類似の

対応だ。こうした進展は国際人権基準とともに、日本に対して自国の法律を改正する行

程表を提示していると言える。 
 
法律上の性別認定（戸籍記載変更）への権利を得ることは、トランスジェンダーの人び

とが周縁化された生活から抜け出し、社会的な平等と尊厳のある生活を営むために欠か

せない。自らのジェンダーがどう表現され、登録されるかを決める権限を人びとに与え

る方向への動きは、ますます大きなものとなっている。法律は人びとに対し、自らのあ

り方を反映していないアイデンティティ表記をもつことを強制すべきではない。またト

ランスジェンダーの人びとに対し、性別認定を得るために、あるいは性別認定に伴うい

かなる権利を得るためにも、望まない医療処置を受けるよう強制すべきではない。 
 
京都府の府立高校教師でトランスジェンダー女性の土肥いつきさんはこう指摘する。

「 特例法の 5 つの要件は、すべてトランスジェンダーの人生の選択肢を狭めるもので

す。トランスジェンダーの尊厳を傷つけているのです。 」 
 
日本政府は直ちに現行法を再検討し、国際人権基準と医学上のベスト・プラクティスに

沿った法改正を行い、トランスジェンダーの人びとが、透明かつ迅速な行政手続で自ら

の法律上の性別を変更できるようにすべきである。 
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提言 
 

国会議員への提言 
● 性同一性障害者特例法を改正する法律を提案し、法律上の性別変更に必要な

5 つの要件を撤廃し、トランスジェンダーの人びとの権利を尊重する自己申

告モデルに置き換えること 
 

法務省への提言 
● 法律上の性別変更に必要な 5 つの要件を撤廃し、トランスジェンダーの人び

との個人としての権利を尊重する自己申告モデルに置き換える内容の、性同

一性障害者特例法を改正する法律を国会に提出すること 
● 性同一性障害者特例法(平成 15 年法 111 号)を改正し、同法を国際人権基準及

び医学上のベスト・プラクティスの基準に沿った内容にし、戸籍上の性別表

記について、いかなる医学的条件の充足も必須とされることなく変更可能と

するべきであるという見解を公にすること。特に、性別適合手術と不可逆的

な不妊という現在の要件、ならびに請求人に未成年者の子がいないとする要

件を撤廃すること。 
● トランスジェンダーの人びとの性自認の法律上の認定（戸籍記載変更）を、

生活のあらゆる側面に適用されるようにすること。 
● トランスジェンダーの子どもまたは若者には、成人年齢（現行法では 20

歳、2022 年 4 月 1 日より 18 歳）に達する前に、法律上の性別変更を行うこ

とが最善の利益である場合があることを認め、トランスジェンダーの子ども

について自らのジェンダーが法律上認定される可能性を排除しないようにす

ること。トランスジェンダーの子どもの請求の審理においては、申請したト

ランスジェンダーの子ども自身が、法律上の性別変更の必要性について意見

を述べる仕組みを設けるとともに、子どもの自由な意見表明にはしかるべき

重要性が与えられるべきだ。子どもの権利条約の下で日本が負う義務に従

い、この手続は、子どもは成長し能力を獲得するにつれて、自らに影響する

事柄の規制についてより重い責任を負う権利をもつことに基づき設計される

べきである。 
● 改正後の法的性別認定法では、トランスジェンダーの人びとが自ら宣言する

性自認に従って法律上認められるための条件として、独身であることを要求

しないこと。 
 

外務省への提言 
● 性的指向と性自認に関する国連独立専門家を日本に招き、トランスジェンダ

ーの人びと、サービス提供者、政府担当者などとの会合を行うこと。 
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厚生労働省への提言 
● 世界保健機関(WHO)で新設された「性別不合 (gender incongruence)」のカテゴ

リーを採用すると公式に発表し、法務省と連携して、性同一性障害者特例法

が WHO の国際疾病分類第 11 版に沿って改正されるようにすること 。 
● 法務省と協力し、性同一性障害者特例法改正のプロセスに着手し、性自認の

自己申告に基づいて、行政行為として法律上の性別を認定する手続を整備す

ること。 
● トランスジェンダーの人びとが、必要とする医療的かつ心理学的な支援及び

サポートを利用できるようにするとともに、そうした支援やサポートが合理

的な期間内に各個人が利用できるようにすること。 
● トランスジェンダーの人びとと協議した上で、トランスジェンダーの人びと

の性別移行にかかわるあらゆる医学措置に健康保険が適用されるようにする

こと。 
● 心理学者、精神科医ならびに総合診療医などの医療専門家、またソーシャ

ル・ワーカーについて、トランスジェンダーの人びとに特有のニーズと権

利、その尊厳の尊重の必要性に関する研修を受講できるようにすること。 
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調査方法 
 
本報告書は、ヒューマン・ライツ・ウォッチが 2015 年から行っている、日本でのトラ

ンスジェンダーへの人権侵害に関する調査を更新したものである。法的な性別認定（戸

籍記載変更）を扱う日本の法律はそれ以降の改正がないため、2016 年の学校でのいじ

めに関する報告書や、2019 年の法律上の性別認定に関する報告書で記述した事例の一

部を本報告書においても参照している。また、2020 年と 2021 年に実施した追加調査で

は、判例や日本社会の法律・政治・ジェンダーに関する専門家の視点を詳しく取り上げ

ている。 
 
本報告書は、ヒューマン・ライツ・ウォッチの 2019 年の報告書『高すぎるハードル：

日本の法律上の性別認定制度におけるトランスジェンダーへの人権侵害』を利用した部

分が多く、抜粋も行っている。ただし、前回の報告書では、トランスジェンダーの子ど

もと大人の、人権侵害的で差別的な法律上の性別認定手続きの下での経験を検討したの

に対し、本報告書では、法律改正を求める力強い動きに焦点を当て、すでに起きた、ま

たいまにも起こりそうな変化とその動向を注視する活動家や専門家、アナリストの声を

大きく取り上げた。本報告書の作成にあたり、私たちは専門家への追加インタビューを

行うとともに、最近出版された査読付きの医学雑誌論文や、最新の政策・裁判資料など

の 2 次資料も参照した。 
 
ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員は、調査目的及びインタビュー回答者の証言の

本報告書や関連資料での使用方法について、事前に日本語で説明を行ってインタビュー

回答者全員から承諾を得ている。インタビュー対象者はインタビューをどの時点でも中

断することができ、また答えたくない質問には答えなくてよいとの説明を受けている。 
 
アンケート回答者や対面インタビュー回答者に金銭的報酬は一切支払っていない。ヒュ

ーマン・ライツ・ウォッチは、インタビュー回答者が安全で秘密が保たれる場所で調査

員と面会するために利用した公共交通機関の旅費を支払った。インタビューは日本語ま

たは、日本語・英語の逐次通訳により実施された。すべてのインタビューは個別に、1
回 1 人ずつ実施している。 
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I. 性同一性障害者特例法が及ぼす影響 
 

手術要件には違和感しかありません。なぜ国の秩序のために自分たちは

健康な体にメスをいれなければいけないのか。大変な侮辱で、そこが悔

しい。 
—神奈川県在住のトランスジェンダー男性、2018 年 8 月 

 
（手術は）本当はしたくないですけど、日本で結婚するためにはそれが

要件だからしなきゃいけない。強要されていると感じます。ひどい話で

す。 
—都内在住のトランスジェンダー男性、2018 年 8 月 

 
2003 年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」 1（以下、性同一性障

害者特例法）が国会に提出され、2004 年に施行されて、日本でも法律上の性別変更が

可能になった。この段階における同法の内容は世界各地の法制度を反映していた。  
 
法律の施行により、人数はそう多くはないものの、直ちに変化が生じた。最高裁判所統

計によれば、法律の施行 1 年目に 97 人が戸籍上の性別表記を変更した 2。 
 
その後の 17 年間で、世界各地の立法府や裁判所、地域的人権裁判所や地域機関は、日

本の法律が定める精神科医による診断や手術などの要件が基本的人権を侵害するとの判

断を示している。 
  
例えば、1980 年に制定されたドイツのトランスセクシュアル法第 8 条 1 項では、「継

続して生殖不能であること」と「外観上の性徴を変更する外科手術を受け、それによっ

てもう 1 つの性の外観に明白に近似していること」が条件とされた 3。2011 年、ドイツ

の連邦憲法裁判所はこうした手術要件をドイツ基本法に違反すると判断した。 
 

トランスセクシュアル本人が認識している性別の持続性と不可逆性

は、外科手術による外的な性的特徴の適応度ではなく、本人が認識す

る性別で一貫して生活しているかによって評価できる。性別適合手術

を絶対的な要件とすることは（略）、たとえ個別の事例でそれが必要

とされず、トランスセクシュアルの持続性を決定する上で必要でない

 
1 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成十五年法律第百十一号）」。 

2 最高裁判所『令和元年度 司法統計年報 家事編』https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/258/011258.pdf (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 
3 Government of Germany, Federal Law Gazette, Law on changing first names and determining gender in special cases (transsexual law), September 10, 1980, 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl180s1654.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl180s1654.pdf%27%5D__1

617118272178  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl180s1654.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl180s1654.pdf%27%5D__1617118272178
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl180s1654.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl180s1654.pdf%27%5D__1617118272178
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場合でも、トランスセクシュアルに手術を受け、健康上の不利益を甘

受することを要求するものであり、行き過ぎた要件である 4。 
 
近年、その他の国では、トランスジェンダーの人たちへの手術要件を廃止しただけでな

く、そうした法的要件下で生じた苦痛を認定している。2017 年、スウェーデン政府

は、これまで手術を義務付けていた法律により断種手術を受けたトランスジェンダーの

人たちに、1 人あたり 225,000 クローネ（約 280 万円）を補償するとの決定を行った

5。この動きにより、スウェーデンは世界で初めて（1970 年代に）法律上の性別認定に

関する法律を定めた政府であるだけでなく、この法律の下で断種手術を受けた人たちに

補償を受ける権利を認めた最初の政府となった。オランダ政府は 1980 年代に法律上の

性別認定要件として断種手術を義務付けていたが、2014 年にこの要件を撤廃し、2020
年には被害者に補償を行うと発表した 6。 
 
医療専門家組織も同様に、法律上の性別認定手続きから医学的条件を削除することを各

国政府に求めている。世界保健機関(WHO)が 2019 年 5 月に発表した新しい国際疾病分

類第 11 版(ICD-11)では、「トランスセクシュアリズム（性転換症）」及び「性同一性障

害」が「精神疾患」のセクションから除外され、セクシュアル・ヘルスの章が新設され

た 7。各国政府は 2022 年までに診断コード体系を変更しなければならない。日本でも厚

生労働省がすでにこのプロセスに着手している。  
 
ヒューマン・ライツ・ウォッチは 2019 年 3 月 19 日に厚生労働省の担当者と面会し、

ICD-11 に沿った性同一性障害者法の改正について話し合いを行った。厚生労働省からは

日本の診断コード体系を改定するプロセスを進めているとの発言があった。しかし、本

報告書執筆時点で、厚生労働省から新しい診断コード体系や「性同一性障害」の削除に

ついての公式発表はない。もちろん厚生労働省が性同一性障害者法を改正するわけでは

なく、法務省と国会の責任で行われることである。 
 
トランスジェンダー男性で NPO 法人東京レインボープライド共同代表理事の杉山文野

さんは、今回の WHO の方針転換について「WHO によれば私は精神疾患ではないのです

が、自国の日本政府は精神疾患であるとしています（The WHO says I don’t have a mental 
disorder, but in Japan my government says I do.）」として、次のように述べる。 
 

 
4 Federal Constitutional Court of Germany, “Prerequisites for the statutory recognition of transsexuals according to § 8.1 nos. 3 and 4 of the Transsexuals Act are 

unconstitutional,” January 28, 2011, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2011/bvg11-007.html  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

5 Johan Ahlander, “Sweden to Offer Compensation for Transgender Sterilizations,” Reuters, March 27, 2017, https://www.reuters.com/article/us-sweden-transgender-

sterilisation/sweden-to-offer-compensation-for-transgender-sterilizations-idUSKBN16Y1XA   (2021 年 4 月 8 日閲覧)。  

6 Kyle Knight, “Netherlands Apologizes for Transgender Sterilizations,” Human Rights Watch dispatch, December 1, 2020, https://www.hrw.org/news/2020/12/01/netherlands-

apologizes-transgender-sterilizations.  

7 “New Health Guidelines Propel Transgender Rights,” Human Rights Watch news release, May 27, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/05/27/new-health-guidelines-

propel-transgender-rights. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2011/bvg11-007.html
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私の外見やアイデンティティにもかかわらず、私は日本では法律上は

女性と認定されています。そのため、当局が身分証明書をチェックす

る際には、入念に調べられてしまいます。女性のパスポートなのに外

見が男性で一致しないという理由で入国を拒否されたこともありま

す。しかし、私にとって最も辛いことは、私の子どもたちの親権者で

はないということです。［2018 年と 2020 年に、］私の女性パートナ

ーが出産しました。私たちは子どもたちを我が家で一緒に育てていま

す。しかし、私が何度オムツを替えようとも、何度ご飯をあげようと

も、私には法的権利がありません。法的にはお手伝いする「同居人」

でしかないのです。 
 
［日本の］法律は根本的に時代遅れで、私たちが平等な権利を享受す

る障害となっています。世界保健機関(WHO)が性同一性障害という診

断名を廃止しました。今こそ日本も改革を行うべきです。（略）この

法律の名前そのものが、公式にはもう存在しない診断名を指している

からです 8。 
 
時間の経過とともに、法的に定められた手順を踏んで、法律上の性別を変更するトラン

スジェンダーの人びとが増えている。2019 年には 948 人が法律上の性別認定を受けた
9。 
 
日本の世論も法の現状の先を行く。2019 年 11 月、テレビ番組でトランスジェンダー女

性がアウティングされた上で笑いものされる事件があった 10。この「情報」番組は、出

演者が「珍しい」人にアポなしでインタビューを行うものだった。ある放送回でトラン

スジェンダー女性の性自認を本人の許可なく話題にし、この女性を「変わっている」と

紹介したのだ。ソーシャルメディアで世論の反発が起きた後、番組を制作・放映した山

口テレビはこの侮辱的な事件について謝罪した 11。 
 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者が、23 カ国のトランスジェンダーへの世

論を比較した 2016 年の報告書によると、日本の世論状況は、人権を認める法律上の性

別認定制度を有する国の仲間入りをする一歩手前の状況だ 12。日本からの回答者約

1,000 人の回答は次のとおりだった。 

 
8 Fumino Sugiyama, “The WHO Says I Don’t Have a Mental Disorder, but in Japan my Government Says I Do,” Thomson Reuters Foundation, May 28, 2019, 

https://news.trust.org/item/20190528094737-3iouw  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

9 最高裁判所『令和元年度 司法統計年報 家事編』https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/258/011258.pdf。 

10 伊藤宏樹・杢田光「性的少数者を『珍 女性のような男性』テレビ山口」『朝日新聞』、2019 年 11 月 14 日、

https://digital.asahi.com/articles/ASMCG5S30MCGTZNB015.html (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

11ヒューマン・ライツ・ウォッチ「テレビ番組がトランスジェンダー女性を笑いものに トランスジェンダーの人びとへの平等な取扱いのため法改正を」、2019 年 11 月 21

日、https://www.hrw.org/ja/news/2019/11/21/335883 (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

12 Andrew R. Flores, Taylor N.T. Brown, Andrew S. Park, “Public Support for Transgender Rights: A Twenty-three Country Survey," The Williams Institute and Ipsos, December 

2016, https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Public-Opinion-Trans-23-Countries-Dec-2016.pdf  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Public-Opinion-Trans-23-Countries-Dec-2016.pdf
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- 法律上の性別を変更するためには手術を義務づけるべきと答えた人はわずか

13%。 
- トランスジェンダーが法律上の性別を変更できるようにすることを全体として賛

成する人は 56%。反対は 18%。 
- トランスジェンダーの出産を認めることを支持する人は 50%、反対は 21%。 
- トランスジェンダーの人たちが「精神疾患」を抱えているという考え方に同意し

ない人は 54%、同意する人は 21%。 
 
1999 年に設立された日本初かつ最大の GID に関する専門家組織である GID（性同一性障

害）学会の理事会は 2017 年、法律上の性別認定のために医学措置を義務づけることに

反対する立場を示した、WHO などの国連機関による 2014 年の報告書を支持する声明を

採択した 13。GID 学会の理事会は「性同一性障害者特例法」の施行から 12 年が経過し

たことについて次のように述べた。 
 
最高裁発表で、2015 年（平成 27 年）12 月末までに 6,021 名が戸籍上

の性別を変更している。一方で、全国の主要医療機関を対象とした日

本精神神経学会「性同一性障害に関する委員会」調査によれば、同年

12 月末までに性別違和を主訴に受診したのは 22,435 例で、戸籍を変

更した割合はその 20.8%に過ぎない。全員ではないにせよ、受診者の

大多数が戸籍変更を希望している実態からすれば、この数値は明らか

に低い。 
 
この声明は「〔性同一性障害者特例法〕 3 条 1 項に規定された要件、特に『手術要件』

がなければ、 状況はかなり異なったものになると考えられる」と続けた。そしてその理

由として「法的な性別変更に『手術要件』が規定されている状況では、医療現場で意志

決定の自律性を担保することはできない」ことを指摘した。 
 
2020 年 9 月、日本学術会議は「性的マイノリティの権利保障をめざして（Ⅱ）―トラン

スジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けてー」と題する詳細な提言を発表し

た。そしてトランスジェンダーの人権を守るためには、本人の性自認にフォーカスした

「人権モデル」が必須であるとし、現行法を廃止して新法「性別記載の変更手続に関す

る法律（仮称）」の制定を提言した 14。 

 
13 2014 年の共同声明で、WHO、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、UNAIDS、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)、国連人口活動基金(UNFPA)はこう述べた。

「締約国は健康への権利の尊重義務に従い、差別的慣行を課さないことが求められている。これには障がい者やトランスジェンダー、インターセックスの人びとの権利を尊重

する義務も含まれる。そしてこうした人びとも生殖能力を保持する権利を有している」。賛同した各機関は各国政府に対し「十分な情報を得た上での完全に自由な意思決定、

および強制や強要など非自発的な断種手術の排除を法的に保証するとともに、この点に関する法律、規制、政策を見直し、改正、改善すること」を求めた。OHCHR et al., 

Eliminating Forced, Coercive and Otherwise Involuntary Sterilization, 2014, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2021 年 4 月 8 日閲覧)、 p. 10。 

14 日本学術会議法学委員会・社会と教育における LGBTI の権利保障分科会「性的マイノリティの権利保障をめざして（Ⅱ）―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整

備に向けてー」日本学術会議、2020 年、http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf
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日本では、トランスジェンダーの人びとや人権団体がこの法律が定める要件に反対の声

を上げている。さらに法律や医学、学界の専門家も、政府が法律を変えないことに批判

を強めている。ヒューマン・ライツ・ウォッチが本報告書作成に際してインタビューし

た人びとは、外国政府や国際的な医療基準、日本国内のアドボカシー団体や学術団体が

この問題について進展を見せているにもかかわらず、政府が性同一性障害者法を改正し

ていないことに失望と不満を表明した。  
 
トランスジェンダー女性で明治大学非常勤講師（ジェンダー・セクシュアリティ史）の

三橋順子氏は「国際的な人権概念（性別の自己決定）に照らして、恥ずかしくない法制度

を望みたい」と述べた 15。 
 
はりまメンタルクリニック院長で精神科医の針間克己氏は、性同一性障害者特例法が

「もっぱら医学的モデル、さらにいうなら、医学概念上、過去のものとなる『性転換

症』概念のモデルに基づいている。 個人の性自認を尊重する視点からではないため、尊

厳を傷つける場合がある」と述べた 16。 
 
そして「法改正の内容によるが、手術要件の撤廃という法改正であるならば、部分的に

は、医学モデルから、トランスジェンダーの人権尊重というモデルへの移行という意味

を持つ」と指摘した 17。 
 
大阪の精神科医で、トランスジェンダーの患者を診る康純氏は指摘する。 

 
ホルモン療法を受けているトランス男性の中には、日常生活の中で子

宮卵巣に対する違和感がないにも関わらず、手術要件があるために子

宮卵巣摘出術を受けざるを得ない人がいる。これは手術を強要されて

いることになります 18。 

 
精神科医による診察要件について康医師は「身体的・金銭的な負担を強いるような要件

を課していること。本人の意志を尊重していません」と述べた 19。しかし変化は近いと

も考えているという。「性別に対する違和感を有する人たちが特殊な人ではないという

理解が広まってきていると感じます。」 
 
京都府の府立高校教師の土肥いつきさんはトランスジェンダー女性の活動家で、トラン

スジェンダー生徒交流会を主催する。「特例法の 5 つの要件は、すべてトランスジェン

 
15 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。三橋順子さん（明治大学非常勤講師）、東京、2019 年 12 月 18 日。三橋順子「LGBT と法律ー 日本における性別移行

法をめぐる諸問題」、谷口洋幸編著『ＬＧＢＴをめぐる法と社会』 （日本加除出版、2019 年 10 月）第 3 章。 

16 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。医師の針間克己さん（はりまメンタルクリニック院長）、東京、2021 年 1 月 30 日。 

17 同上。 

18 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。医師の康純さん（関西大学保健管理センター所長）、大阪、2021 年 1 月 23 日。 

19 同上。 
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ダーの人生の選択肢を狭めるものです。トランスジェンダーの尊厳を傷つけます 20。」

土肥さんは断種手術要件があるせいで、日本のトランスジェンダーの人びとが自分の可

能性を考えるときの幅が狭まっていると指摘する。 
 
現在、ID の性別変更を求めるトランスジェンダーは「手術するのが当

然である」と考えるようになっています。そのため「手術しない」と

いう選択肢が考えの中からなくなっています。手術するかどうかはト

ランスジェンダー本人が考えることで、それは ID の変更とは別である

べきです 21。  
 
谷口洋幸青山学院大学教授は性同一性障害者特例法を批判し、その改正を求めると同時

に、この法律を日本の歴史的文脈のなかで捉えてこう指摘する。「ハンセン病国賠訴訟

においても強制不妊の強い人権侵害性は認定されているところであり、手術要件を撤廃

しないことは、同じ失策の繰り返しとなる 22。 」 
 
谷口教授はさらに「トランスジェンダーの尊厳を守るためには、制度上の整合性ではな

く、人権保障の視点から、制度の方に変更を加える方向で再検討する必要がある」と指

摘した上で、改正が進まない現状をこう分析する。「特例法そのものが、性自認にした

がって生きることを保障する視点ではなく、既存の法制度にトランスジェンダーを無理

やり当てはめるように設計されている」のであり、「法改正が進まないのも、社会全体

の無関心、とりわけ議員の無関心・無責任に原因があると考える 23。」 
 
奈良女子大学副学長の三成美保教授（法制史、ジェンダー論）は「トランスジェンダー

であることは『障がい』ではなく、『性に関する個性』です」と述べる 24。 
 
三成教授は性同一性障害者特例法について「事実上使えない法律は、適正に改める必要

があります 」としたうえで、この法律が日本でのトランスジェンダーの人びとへの偏見

を下支えしていると指摘する。「5 要件は、トランスジェンダーの『性』を『≪逸脱≫

から≪正常≫に変える』という発想に立っており、身体変更できない（変更したくな

い）トランスジェンダーへの偏見を助長しています 25。」 
 
5 要件の存続は、「トランスジェンダーが潜在的に脅威・恐怖である

（「なりすまし」の誘因になったり、トランス女性は女性に対する脅

威になったりするという言説）」とか、「トランスジェンダーは親に

 
20 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。土肥いつきさん（京都府立高校教師）、京都、2021 年 1 月 22 日。 

21 同上。 

22 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。谷口洋幸さん（青山学院大学教授）、東京、2021 年 1 月 21 日。 

23 同上。 

24 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。三成美保さん（奈良女子大学副学長）、奈良、2021 年 1 月 31 日。 

25 同上。 
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なる資格がない」などの偏見を正当化するものとして作用する恐れが

きわめて高く、現状でもその種のヘイトスピーチが SNS 上などにあふ

れています 26。 
 
しかし現行法への批判が高まる一方で、政府は診断のあり方を若干手直ししただけで、

法律の根幹には依然として手をつけていない。 
 
最高裁判所は現行法が将来的に見直されるべきことを示唆した。2019 年 1 月、最高裁

第二小法廷は、トランスジェンダー男性の臼井崇来人さん(43)を原告とする審判への判

断を下した。臼井さんは、手術要件が日本国憲法に違反するとして性同一性障害者特例

法自体を問題とした。 
 
最高裁は「社会に混乱を生じさせかねないことや、長きにわたって生物的な性別に基づ

き男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮」をする性同一性障

害者特例法は、現時点では合憲だとした。しかし、この判決と 2 名の裁判官による補足

意見は、共に迅速な改正の必要性を示唆するものだった。現行法を合憲としたものの、

4 人の裁判官からなる最高裁小法廷は、同法は「その意思に反して身体への侵襲を受け

ない自由を制約する面もあることは否定できない」とも記している。 
 
うち 2 名の裁判官は補足意見において、臼井氏の申立ての緊急性及び日本の法律改革の

必要性について以下のように述べた。「性別は、社会生活や人間関係における個人の属

性の 1 つとして取り扱われているため、個人の人格的存在と密接不可分のものというこ

とができ、性同一性障害者にとって、特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けら

れることは、切実ともいうべき重要な法的利益である」とし、「性同一性障害者の性別

に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある」と示したので

ある 27。 
  

 
26 同上。 

27 平成３０年（ク）第２６９号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件  平成３１年１月２３日 第二小法廷決定。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/088274_hanrei.pdf
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II. 日本の法律上の性別認定制度 
 
日本における法的性別認定は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平

成 15 年法律第 111 号。「性同一性障害者特例法」）にしたがって行われている。同法

は 2004 年 7 月 16 日に施行された 28。 

 
同法は自らにふさわしいジェンダーの法的な認定を請求するすべてのトランスジェンダ

ーの人に「性同一性障害」(GID)の診断を条件として課す。「性同一性障害者」は同法に

おいて次のように定義されている。 
 
生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれと

は別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び

社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者 29。 

 
そのプロセスにおいて、「その診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する 2
人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」こ

とが求められる 30。 
 
法的性別認定（性別の取扱いの変更）の審判を行うのは家庭裁判所である。請求人は、

性同一性障害の診断書を提出するほか、次の要件を満たさなければならない。 
 

·    20 歳以上であること 
·    現に婚姻をしていないこと 
·    現に未成年の子がいないこと 
·    生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること 
·    その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備

えていること 31 

 
性同一性障害者特例法は、法律上の性別認定手続を日本で初めて定めた法律であり、そ

の成立は、日本政府のセクシュアル・マイノリティ及びジェンダー・マイノリティに対

する取扱いにおいて、極めて重要な出来事であった 32。しかし、同法で定められた手続

は、出生時に割り当てられた性別とは異なるジェンダーとして法律上取り扱われたいと

希望する日本人の権利を侵害する内容である。 
 

 
28 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」（平成 15 年法律第 111 号）。 

29 同上。 

30 同上。 

31 同上。 

32 Thomasina Larkin, “Gender identity transformed from ‘freak’ into rights issue,” Japan Times,  January 23, 2007, 

https://www.japantimes.co.jp/community/2007/01/23/issues/gender-identity-transformed-from-freak-into-rights-issue/#.W_LFDpNKiUk  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 
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米国精神医学会が 1980 年に『精神疾患の分類と診断の手引 第 3 版』(DSM-III)を刊行し

た際、日本の精神科医は翻訳に着手した。人類学者の中村かれんは「DSM で一貫して用

いられている disorder の語にどのような日本語を当てるべきかについての議論」があっ

たと指摘する。「病」「症」「障害」が有力候補だった 33。「障害」は disorder や
disability と翻訳できる。1982 年に DSM-III の日本語版が公開されるとき、トランスジェ

ンダーの権利を擁護する人びとが望んだ曖昧さをもつ語だった。中村はこう記す。 
 
難しさの一端は、日本の医学用語が impairment、injury、disorder、
disturbance、pathology、disability といった言葉を「障害」とも訳し、

それぞれを必ずしも区別しないことにある。いずれにしても、DSM-III
の gender-identity-disorder という分類名が「性同一性障害」とされ、

日本のトランスセクシュアルはこの不明瞭に喜んだのである 34。 
 
性同一性障害(GID)という概念が日本の医療と社会に導入されたことで、トランスジェン

ダーの人びとが自らのアイデンティティについて話し、開示し、さまざまなサービスを

利用するための説明枠組が提供された。性同一性障害診断は関連する法的枠組みが作ら

れていく際の土台ともなり、性同一性障害者特例法に結実した。出生時に割り当てられ

た性別と一致しない性自認の実感を法律で認定することには個人の自由を認める面があ

る一方、法律そのものは国際人権法及び医学上のベスト・プラクティスと相容れないも

のだ。 
 
性同一性障害者特例法は、ある集団が存在することを認め、その人びとの法律上の認定

を可能にする反面、日本のトランスジェンダーの人びとにとって越えがたい壁となって

いる。性同一性障害の診断を得るという要件は非科学的であり、結婚しておらずかつ未

成年の子がいないという要件は差別的である。また不妊にさせる手術を要件とすること

は強制的な断種に該当する。法学者の谷口洋幸は 2013 年の論文において、「特例法

は、医療上の必要性がない場合にも外科的介入を要件とすることで、社会的文脈のみな

らず、身体的なレベルにおいても性別二元制を堅持した」と述べている 35。 
 
こうした要件すべてまたは一部を性別移行の一環として履行することを望むトランスジ

ェンダーの人びとも実際に存在する。しかし、すべてのトランスジェンダーの人びとへ

の義務化は国際法に反し、トランスジェンダーの人びとの基本的権利を侵害する。法が

定める要件は国際的な医療・診断基準にも逆行している。本報告書で検討するように、

主要な国際医療診断制度のいずれもが「性同一性障害」や「性転換症（トランスセクシ

 
33 Karen Nakamura, “Trans/Disability: Disability, Queer Sexualities, and Transsexuality from a Comparative Ethnographic Perspective,” University of Tokyo paper, 

http://www.p.u-tokyo.ac.jp/cbfe/activity/doc/05_doc1_20120119.pdf  (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

34  同上。 

35 Hiroyuki Taniguchi, “Japan’s 2003 Gender Identity Disorder Act: The Sex Reassignment Surgery, No Marriage, and No Child Requirements as Perpetuations of Gender Norms 

in Japan,” Asian-Pacific Law & Policy Journal, Vol. 14:2, 2013, http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2013/02/APLPJ_14.2_Taniguchi.pdf (2019 年 1 月 23 日閲覧)。  
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ュアリズム）」を精神疾患と位置づけていない現在、トランスジェンダーの人びとに診

断を得ることを法律で義務づける日本のやり方は強要に該当する。 
 
この変化は、個人に小さくない影響を及ぼしうる。都内に住むトランスジェンダー女性

はヒューマン・ライツ・ウォッチにこう述べた。 
 
私は、性別不合は精神疾患ではないと思います。でも、自分に精神疾

患があると認めることでジェンダー・アイデンティティを受け入れて

もらっている人はたくさんいます。もしジェンダーに不一致なことが

もう精神疾患ではないのなら、自分が誰なのかをうまく説明する方法

がなくなってしまうのではないかと感じる人もいるでしょう 36。 

 
とはいえ、現在の枠組が医療ケアと法的地位を求めるトランスジェンダーの人びとの一

部に便利で好ましい方法となっているとしても、現行法の要件がすべての人に適用され

るべきではない。 
 
拷問に関する国連特別報告者は 2016 年の報告書で、トランスジェンダーの人びとに対

し、本人にふさわしいジェンダーでの法律上の性別認定を行わないことは「教育、雇

用、ヘルスケア及びその他の必要不可欠なサービスの利用の阻害要因になるなど、トラ

ンスジェンダーの人々の人権の享受に極めて重大な結果を生じさせる」と記している
37。特別報告者は次のことに留意した。「身分書類上の性別表記の変更を認める国で

は、人権侵害的な要件が課せられる場合がある。例えば強制あるいはその他の本人の意

思によらない性別適合手術、断種その他の強制的な医療処置が挙げられる 38。」 
 
日本のトランスジェンダーの人びとに性同一性障害の診断を義務づける法的要件のもと

では、不必要で恣意的かつ負担の大きい検査を課される場合が多い。精神科医による診

断の義務、及び結婚をしておらず、生殖腺がなく、未成年の子がいないことを請求人に

求める法的要件は本質的に差別的である。こうした条件、なかでもそれを満たすために

多くのトランスジェンダーの人びとが甘受しなければならない不当な扱いもまた、残虐

で非人道的な取り扱いであり、トランスジェンダーの人びとの健康への権利の侵害に該

当する。同法は、自らにふさわしいジェンダーで法律上認められたいと希望するトラン

スジェンダーの人すべてに対し、精神疾患であるとの診断を受け、認定に先立つ 20 年

間のいかなる時期にも子を持たず、結婚していないことを強制している。これによっ

て、多くの戸籍記載変更希望者に対し（もしこれらの要件が存在しなければこうした手

順を経ることなどない人びとも含めて）身体を変形させる外科的介入を受け、不妊処置

をとり、現在の婚姻関係の解消に向けて検討するよう強いている。 

 
36 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。D・K・マリナさん、和歌山県、2018 年 11 月 15 日。 

37 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/HRC/31/57, January 5, 2016, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

38 同上。 
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日本が定める法律要件はトランスジェンダーである子どもたちにとってとりわけ有害で

ある。法律上の性別認定を得られる最低年齢は 20 歳と定められている。そして、法的

性別認定（戸籍記載変更）は「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとす

る意思」を有する人にだけ許される 39。これは、子どもたちに手術が不可欠だと思わせ

るとともに、「男性」と「女性」のあるべき身体や振る舞いに関するジェンダー・ステ

レオタイプに合わせるよう、強い圧力を加えるものだ。 

 
こうした要件設定は、子どもの最善の利益が、当人に影響を及ぼす行政上・法律上の決

定のすべてで第一に考慮されるべきとする原則と一致しない 40。性同一性障害者特例法

は、子どもがもつ身体の完全性（インテグリティ）、プライバシー、自律への権利に負

の影響を及ぼす。これらの問題は、ジェンダーに不一致(gender non-conforming)な子ども

に関連する性同一性障害者特例法の解釈について文部科学省が示した文書や 41、性同一

性障害者に対する精神科医向けガイドラインにも反映されている 42。 

 
日本の現行法上の性別認定手続はトランスジェンダーの人びとの基本的権利を侵害する

ものだ。同法はトランスジェンダーであることを、実際には存在しない疾患として扱っ

ている。トランスジェンダーの人びとは、法律上の認定を得るための必要条件として、

その疾患を有することを証明しなければならない。現行手続は、結婚している、未成年

の子がいる、または生殖能力をもつトランスジェンダーの人びとを法律上の認定から排

除している。この手続は差別的なだけでない。自らの性自認について法律上の性別認定

を望むトランスジェンダーの人びとの多くに対して、当人が望まないかもしれない侵襲

的な外科処置を受けることを検討するよう仕向け、場合によっては家族と別れることを

求めるものでもある。 
 
神奈川県に住むトランスジェンダー男性がヒューマン・ライツ・ウォッチに対して述べ

たとおり「人としての尊厳を傷つける制度であることは間違いない」のである 43。 
 

 
39 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」（平成 15 年法律第 111 号）第 2 条。 

40 子どもの権利条約第 3 条 1 項は「児童に関するすべての措置をとるにあたっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行わ

れるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする」と定めている。また子どもの最善の利益の判断にあたっては、子どもの権利条約第 12 条に従い、

子ども本人が聴取されなければならない。 

子どもの権利条約第 12 条の条文は次の通りである。 

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童

の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体

を通じて聴取される機会を与えられる。 

41 文部科学省「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」平成 27 年 4 月 30 日、

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

42 日本精神神経学会「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン（第 4 版）」2012 年、

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/journal_114_11_gid_guideline_no4.pdf (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

43 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。N・サブロウさん、神奈川県、2018 年 9 月 2 日。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/journal_114_11_gid_guideline_no4.pdf
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精神科医による診断の強制 
性同一性障害者特例法は、自らの性自認について法律上の認定を求める日本のトランス

ジェンダーの人びとに対して、性同一性障害の診断を得ることを義務づけている。日本

には、トランスジェンダーという性自認は 1 つの精神医学的な状態と考え、それに基づ

きサービスを求める当事者もいる 44。しかし、こうした枠組はトランスジェンダーの人

びとにスティグマを負わせるものでもある。ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビ

ューした人の多くが、トランスジェンダーの人びとを診る精神科医も含めて、このステ

ィグマについて語った。私たちの調査は、性同一性障害の診断書の取得に関連するプロ

セスについて、それ自体負担が大きく、人権侵害的な事例もあることを示す。 
 
ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューしたトランスジェンダーの人びとは、性

同一性障害の診断を得るにあたってさまざまな経験をしていた。例えば、精神科医を訪

ねたところ初診で診断書が発行されたケースがあった一方で 45、病院スタッフや精神科

医が患者に対して長く、屈辱的な手続を強いる場合もあった。 

 
日本精神神経学会が 2012 年に公開した「性同一性障害に関する診断と治療のガイドラ

イン（第 4 版）」（2018 年 1 月最終改訂）は、性同一性障害の診断を行うために 3 つ

のテストを行うことを推奨している。 
 

1）ジェンダー・アイデンティティの判定。個人からの情報聴取などによ

る。 
2）身体的性別の判定。染色体検査、ホルモン検査、内性器ならびに外性

器の診療ならびに検査、「その他担当する医師が必要と認める」検査が

実施される。 
3）除外診断。「反対の性別を求める主たる理由が，文化的社会的理由に

よる性役割の忌避やもっぱら職業的利得を得るためではないこと」など

が確認される 46。 
 
診察の期間に言及があるのは最初の検査のみで、「診断に必要な詳細な情報が得られる

まで行う」とされている 47。私たちの調査によれば、一部の請求人はこの手続にかなり

の時間を取られているのである。 
 

 
44  J. Lester Feder and Nikki Tsukamoto Kininmonth, “Why Transgender People in Japan Prefer To Be Told They Have a Disorder,” Buzzfeed News, August 7, 2016, 

https://www.buzzfeednews.com/article/lesterfeder/transgender-in-japan (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

45 例えば、法律上の性別認定に必要な年齢に達していなかったにもかかわらず、精神科医と 10 分間面談した後に性同一性障害の予備診断書を受け取ることができたと話す人

がいた。ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。Ｎ・アケミさん、沖縄、2015 年 11 月 10 日。 

46 日本精神神経学会「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第 4 版改)」、2018 年、

https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/gid_guideline_no4_20180120.pdf (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

47 同上。 
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都内に住むトランスジェンダー男性、M・キヨシさん(24)はヒューマン・ライツ・ウォ

ッチに対し、4 年前、20 歳の時に性同一性障害の診断を得るのに 1 年かかった経験を話

してくれた。都内のジェンダー・クリニックに初診で行ったところ、精神科医は個人史

を書いてくるように言い、それから幼児から現在までの自分の写真を持参して数週間後

に再診に来るように告げられた。「行くたびに 100 個くらいの質問に回答しなければな

りませんでした」とキヨシさんは言う。そして質問票の中身は、ジェンダーに特有の振

る舞いや外見についてのステレオタイプな理解を尋ねるものだったという。 
 
すべてジェンダーに関する自由記述式の設問でした。『私が小さいと

き、周りから____と言われていた』とか『もし親が亡くなったとした

ら、私は____と反応するだろう』といったものです。 
 
キヨシさんの通院は 6 カ月に及んだ。「最初に病院に行ったとき、先生はすぐに診断書

を出すと言っていました。でも 2 週間毎に来るように言われ、6 カ月が過ぎても、まだ

時間が必要だと言われました。まだ［診断書が］出せないからと言って、また来るよう

に言われたのです。」6 カ月後、諦めて都内の別の病院に行ったところ、そのジェンダ

ー・クリニックの精神科医から言語セラピー・セッションとインタビューをさらに 6 カ

月受け、ようやく性同一性障害の診断が出たという。「クリニックのスタッフはプロセ

スのすべての段階で『本当ですか？』と私に絶えず尋ねてきました」と、キヨシさんは

述べた 48。 

 
トランスジェンダー男性の D・ヤスヒロさん(30)は、2 カ月間に 6 回、自宅から 520 キ

ロ離れたジェンダー・クリニックに通院し、精神医学検査を受けた。「画を見せられ、

それについてセラピストと何度も話をするのです。おそろしく時間がかかってくどいば

かりでした」と、ヤスヒロさんは語った。「その画には人物が複数描かれていて、どれ

が家族に似ているかと質問されました。」性同一性障害の診断書を取ってすぐ、京都に

近いクリニックに行ってホルモン療法をしたいと伝えたところ、同じテストを 1 からや

らなければいけないと言われた。「検査はセカンド・オピニオンのためだと言われまし

た。それでそのセカンド・オピニオンで認められた後、外部の精神科医のサード・オピ

ニオンを得るように言われたのです 49。」 

 
石川県在住のトランスジェンダー女性の T・ハナエさん(29)は、ヒューマン・ライツ・

ウォッチに対し、診断を得るのにほぼ 1 年を要したと述べた。「精神科医のところに丸

1 年近く通い、2010 年の年末まで通い続けました。2010 年 12 月になってようやく性同

一性障害の診断が取れたのです 50。」 
 

強制不妊（断種）と手術の強制 
 

48 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。M・キヨシさん、東京、2015 年 8 月 18 日。 

49 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。D・ヤスヒロさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 

50 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。T・ハナエさん、金沢、2015 年 9 月 27 日。 
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トランスジェンダーの人びとに対し、外見と身体の機能を変更する手術を求めるという

法律上の要件は強要に該当する。法律上の認定を得るために外科処置を強制されること

そのものが強要である。また手術を受けてからでなければ、婚姻などの権利を享受でき

ないことも強要である。トランスジェンダーの人びとはヒューマン・ライツ・ウォッチ

に対し、日本における手術要件が著しい負担になっていると述べた。そうした処置の一

部を望んでいる人ですら、法律の求めゆえに手術台にのることを急かされたと感じてい

た。 
 
「それは戸籍も変えたいし、不愉快なことがない暮らしをしたいけれど、あまりにも壁

が高すぎる。ただ生きているだけなのに、どうしてこんなに精神や経済のリスクを背負

わなければならないのか」と、都内在住のトランスジェンダー女性は思いを述べた 51。

「1 回始めたら、途中でやめることはできない。この手術はとても大きい手術で、リス

クも高い。そして、一生メンテナンスしないといけなくなる。」 

 
結婚や結婚に伴うメリットなど、他の権利へと通じる道が手術だけとなっている人もい

る。都内在住のトランスジェンダー男性の G・タカユキさん(24)は言う。「結婚する

と、配偶者控除が受けられますね 52。」戸籍上の性別を変更したいが、要件である手術

は望んでいないのでまだ受けていないと話した。「税金のメリットのために、手術を強

要されているような気分ですね。税制面含め、結婚するとメリットがたくさんあります

から 53。」 
 

多くの人にとっては手術に伴う身体へのリスクと影響が大きな障害となっていた。「も

うひとつ大きいのは、手術をすれば不妊が確定すること」と、手術を受けていない都内

在住のトランスジェンダー男性(25)は指摘する。「子どもか、自分の性別の戸籍かどち

らかを選べと言われているようなもの。どうしてこんな条件があるのかとずっと不思議

でした。私たちは、性器を露出して毎日生活しているわけではないのに 54。」 

 
神奈川県在住のトランスジェンダー男性は、家族の理解もあり、自分がどうしたいかが

明確だったので、自分の性別移行はうまく行ったと感じていると話す。それでも、法律

上の性別認定のために手術が法的に求められていなければ、その手術を受けることはな

かったと、ヒューマン・ライツ・ウォッチに述べた。「なぜこの健康な体にメスを入れ

なければいけないのか、という疑問を抱えながらの手術でした。ただ、女性の戸籍は受

け入れ難くて、そこが一番の問題だったので、必然的に手術をして戸籍変更する他あり

ませんでした 55。」このトランスジェンダー男性はこうも述べる。 

 
51 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。T・アキさん、東京、2018 年 8 月 16 日。 

52 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。G・タカユキさん、東京、2018 年 9 月 15 日。話題になっているのは配偶者控除（満額で年 38 万円）である。民法の

規定による配偶者でなければ（つまり法律婚をしていなければ）配偶者控除の対象にはならない。国税庁のホームページを参照。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm（2019 年 1 月 29 日閲覧）。 

53  ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。G・タカユキさん、東京、2018 年 9 月 15 日。 

54 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。C・イクミさん、茨城県つくば市、2018 年 9 月 13 日。 

55  ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。N・サブロウさん、神奈川県、2018 年 9 月 2 日。 
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もし手術要件がなかったとしたら、もっと吟味して比較して、本当に

情報を集めて、自分なりに本当に腑に落ちた段階で決断していた。で

も、必須条件ということで、自分も働いたりする中で、とても緊急の

ことでなるべく早く変えたかったので、本当に腑に落ちてはいないま

ま、手術せざるをえませんでした 56。 

 
福岡在住のトランスジェンダー男性は言う。 

 
僕自身は生理は嫌だし、（子宮を）取るということは決めていまし

た。けれども周りの友達はオペをするとかいうのは親からの反対が大

きくて。オペとなるとどうしても一大事です。命に関わることでもあ

るし。オペなしでも、戸籍が変えたいと話せる環境にしてあげたい。

なんの悪いところもない体にメスを入れることは、親からすれば理解

できないことなんでしょう 57。  
 
ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューした日本のトランスジェンダーの人びと

からは、不妊になることなしに自らの性自認が法的に認定されるという選択肢があるな

ら、そうはしなかったとの声があった。 
 
例えば、大阪在住のトランスジェンダー男性(30)の D・ヤスヒロさんは、自分の弟に次

女が生まれたことで、男性としての法律上の性別認定を求める中で、自分のリプロダク

ティブ・ライツがいかに損なわれるかについて深く考えたという。「1 人目の姪が生ま

れたときまだ卵巣があったので、私はホルモン注射を止めて、子どもが産めるようにし

ておきたいとすら考えたのです」と、ヤスヒロさんは言う。 
 

性別適合手術を受けるために病院の待合にいるときですら、子どもを

持つことを考えていました。男性として生きたいと思うことに迷いは

ありませんでした。でも赤ちゃんを産むことができるようにもしてお

きたかったのです。自らを法律で認めてもらうことと、自分の身体を

望むようにしておくこととのどちらかを選ばなければならなかった。 
 
ヤスヒロさんは続けて言う。「手術を受けたいトランスジェンダーの人びとは多いと思

います。でも、それを戸籍変更の必要条件にするということは、私たちの生殖の権利が

奪われるということなのです 58。」 

 

 
56  同上。 

57 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。Y・フトシさん、福岡、2018 年 9 月 4 日。 

58 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。D・ヤスヒロさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 
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ヤスヒロさんの語りにはっきり表れているように、手術要件は、法律上の性別認定を求

めるトランスジェンダーの人びとに対し、法の下で人として認められる権利を行使する

か、身体の自律性への権利を行使するかという受け入れようのない選択を求めている。 
 
手術を受けて不妊になったトランスジェンダー男性は言う。 
 

当時は、とにかく戸籍変更で必死で、そこまで全然考えが回っていな

かった。本当に早くって。でも今考えると、なにかしらの形で子孫を

残す可能性を残せたとしたら、しておけばよかった、と思います。本

当にいろいろなことを考慮する暇もなかったんです 59。 

 
手術は一切していないトランスジェンダー女性はこう述べた。「やはり、自分は子ども

が欲しいと思う。もちろん、養子などの方法もあるけど、やはり自分の遺伝子を持つ子

どもが欲しいと思う。」この女性は戸籍上の性別を「男性」のままにすることを選んだ

と説明してくれた。それは困難や差別を伴うものだが、女性として認定される要件とし

て法が求める手術を受けたくはなかったと言う。「もし、このまま戸籍上も女性になる

場合、生殖腺の機能を永遠に欠くようにしなければならない。自分は女性だけど、子ど

もの母親と名乗る事が出来ない。手術か子どもか。選ぶことの出来ない 2 つの選択肢。

絶望です 60。」 
 
法律上の手続きを検討中の人からは、性別を変更したいという強い思いの一方で、処置

への恐怖を感じるとの声があった。例えば、大阪在住のトランスジェンダー女性の I・
タマキさん(27)は言う。 
 

ハードルが高すぎます。アメリカでは手術しなくても性別が変更でき

るというのを読みました。ただ家族登録の性別を変えればよいと 61。

もし日本でもそうなれば、いますぐ性別を変えますよ。政府がなぜあ

れほど厳しい条件を課すのかわかりません。私は法律上の性別を変え

たいんです。でも手術はリスクがもの凄く高い。だからどうするかま

だ決めていません F

62。 

 
R・ノリコさん(22)はこう述べる。「身分証明書の性別を変更したいのです。戸籍の性別

を変えるには手術が必要です。それは本当に大きなプレッシャーなんです。」また金銭

的な負担が気になると言う。「かなりの費用が必要ですが、両親の援助は期待できませ

 
59 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。N・サブロウさん、神奈川県、2018 年 9 月 2 日。 

60 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。T・アキさん、東京、2018 年 8 月 16 日。 

61 米国における法律上の性別認定制度は州によって、また変更対象となる書類によって異なり、中央政府が定めた唯一の方針や手続は存在しない。トランスジェンダー法セン

ター（Transgender Law Center）のホームページ〔英文〕を参照。Transgender Law Center, “Trans Legal Clinic Calendar,” https://transgenderlawcenter.org/resources/id/trans-

legal-clinic-calendar (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

62 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。I・タマキさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 
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ん。トランスジェンダーの友人たちは手術を受けることになっていますが、私はできな

い。まるで独りぼっち、取り残されたような気分です。」ノリコさんによれば、地元の

トランスジェンダーのグループにいる人はみな「手術についてのプレッシャーを何らか

の形で感じています。そのうち手術をしなければならないんだとみんな思っています。

本当にきついことです 63。」 

 
M・キヨシさんは、1 年かけて 2 つのクリニックを受診した後に性同一性障害の診断を

得た。ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューした時にはホルモン療法を受けて

いたが、手術はまだだという。「理想を言えば、いますぐにでも法律上の性別を変更し

たいのです。これまでの手続はすべて、自分が望んでいない、身体に大きな負担を与え

るものばかりです 64。」 

 
手術要件が日本のトランスジェンダーの人びとの現実を反映していないことを強調する

意見もあった。ある都内在住のトランスジェンダー女性は述べた。「手術しても、生き

やすくなる保障はない。別に股間を見せて歩き回っているわけでもないわけだから。そ

んなすごいことでもないのだから 65。」 
 

年齢制限 
性同一性障害者特例法は、日本の成人年齢である 20 歳（2022 年 4 月からは 18 歳）未

満のトランスジェンダーの人びとについて、法律上の性別認定を一律に認めていない。

20 歳未満でも診断を受け、または場合によっては性同一性障害の「予備的診断」を得

ることができている。インタビューの回答者からはヒューマン・ライツ・ウォッチに対

し、自らの性自認に基づくトイレの使用や制服の着用など、性自認に基づく教育を受け

るための働きかけを成功させるために、性同一性障害の診断書を使ったとの声が聞かれ

た。 
 
成人すれば法律が求める外科処置を親権者の同意なしに受けることができる。性同一性

障害の診断（診断までの期間は人によってまちまちだが）を得た後、その後行われる必

要な医学措置には何年もかかることもあり、相当な費用も発生する。その結果、たとえ

10 年以上前から自らの性自認を表明し、法律上の性別移行を望んでいたとしても、法

律上の性別認定は 20 代半ばにならなければ行うことができないこともある。 
 
しかし、性同一性障害の診断と医学的介入の要件を廃止しなければ、法律上の性別認定

の最低年齢を引き下げるだけでは不十分だろう。ジェンダーに不一致(gender non-
conforming)な子どもたちは結局法律上の性別認定を利用することができず、結果的に人

権侵害に苦しむことになる。さらに、成人として法律上の性別認定を行うための厳しい

 
63 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。R・ノリコさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 

64 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。M・キヨシさん、東京、2015 年 8 月 18 日。 

65 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。T・アキさん、東京、2018 年 8 月 16 日。 
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医療的要件は、若者に相当の不安を生じさせている。このことはヒューマン・ライツ・

ウォッチが行ったインタビューの証言にはっきり表れていた。 
 
日本が性別認定に年齢制限を設けていることは差別的であり、子どもの最善の利益の考

慮を妨げるものである。この制限は、自らのジェンダーを探究し、疑問を持っている子

どもたちに有害な影響を与えうる。厳密な年齢制限はまた、自らの性自認に基づいた通

学を望むトランスジェンダーの子どもにとって、教育への権利の侵害となりかねない。

以下で論じるように、世界トランスジェンダー・ヘルス専門家協会(WPATH)は性別認定

に関する 2015 年の声明で、「適切な法律上の性別認定がトランスジェンダーの若者に

も利用できるようにすべきである」と述べている 66。 
 
日本の教育制度で考えると、国がトランスジェンダーの子どもに法律上の性別認定を認

めていないことは、当事者が差別と品位を傷つける取扱いを受ける原因ともなってい

る。ジェンダーを探求・表現するために、情報や支援、安全な場所など、インクルーシ

ブかつサポーティブな学校のすべての要素を必要とする若者にとって、年齢制限と厳格

な医療的要件は深刻な悪影響となるものである。さらに言えば、医療処置が現在義務づ

けられていることは、ジェンダーに不一致(gender non-conforming)な子どもに対して、強

制されなければ望むことのない医療処置を若い年齢で受けるようにとの強い圧力を与え

ることにもなりうるのである。 
 
日本の学校ではステレオタイプに基づくきわめて根深い男女分離が見られる。中学校と

高校ではほぼすべてに男女別の制服の着用が義務づけられており、男女別の学校活動も

多い 67。自らの性自認を探究していたり、トランスジェンダーとしての自認をもつ子ど

もにとって、こうした環境は厳しいものとなりうる。トランスジェンダーの高校教員の

土肥いつきさんはこう指摘する。 
 

日本の学校制度はきわめて厳しい性別二元制社会です。生徒に対し

て、自分がどの性別に属し、また属していないのかを、隠れたカリキ

ュラムですり込んでいます。学年が進み、性別による区分けが厳しく

なると、トランスジェンダーの子どもたちはひどく苦しみ始めます。

隠したり嘘をついたりするか、自分らしく振る舞っていじめや排除の

標的になるかのどちらかです 68。 
 
さらに、性同一性障害者特例法が、自らの性自認が法律上認定されることを望むトラン

スジェンダーの人びとに対して、精神医学的・外科的介入を義務づけていることは、若

者に対して不安を与える要因になりうる。インタビューに応じてくれた人びとの多く

 
66 WPATH Identity Recognition Statement. November 15, 2017, 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

67 Peter Cave, Primary School in Japan: self, individuality and learning in elementary education, (Abingdon: Routledge, 2007). 

68 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。土肥いつきさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
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は、自らの性自認ではなく出生時に割り当てられた性別に基づいて身だしなみをするよ

う強制された時に味わった学校での否定的な経験は、大学生活や職場といったその後の

生活での不安を煽るものだったと述べた。まだ 14 歳のトランスジェンダーの子どもた

ちすら将来におびえていた。性同一性障害者特例法が求める医療処置を望んではいない

けれども、それが現在では社会的認定を受ける唯一の方法であり、長年にわたる虐待や

差別、排除にけりをつける方法なのだと語る子どもたちもいた。 
 
2015 年に文部科学省は全国の教育委員会などに対し「性同一性障害に係る児童生 
徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を出している 69。これはトラ

ンスジェンダーの子どものケアの責任が学校にあることを示した、文部科学省からの真

剣なメッセージを伝える通知である。しかしこの通知では、診断と医療機関がジェンダ

ーとセクシュアリティに関する主要な情報源として重んじられている。例えば、通知に

はこのようにある。「医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会

となる（…）」。こうした表現は、政府が依然として、性同一性障害者特例法に定めら

れたトランスジェンダーの人びとの性自認の理解について、有害な病理学的モデルに依

拠していることの表れである。 

 
2015 年通知は文部科学省による助言という位置づけで、学校に示された支援事例集も

拘束力のない助言にすぎない。ヒューマン・ライツ・ウォッチが日本国内のトランスジ

ェンダーの子どもたちに聞き取り調査を行ったところ、自らの性自認に従った設備利用

をしたいというトランスジェンダーの子ども・生徒の申し出について、教職員の対応は

人によってまちまちであることが示された。当人によるアイデンティティの申告のみに

基づく法律上の性別認定の権利を実現することで、トランスジェンダーの子どもを取り

巻く状況を大幅に向上させることができるであろう。 
 
日本政府は、20 歳以前に法律上の性別変更を行うことが、多くのトランスジェンダー

の子どもの最善の利益でありうることを認めるべきだ。法律において、トランスジェン

ダーの人びとの法的性別認定について確たる年齢制限は設けられるべきではない。そう

ではなく、1 人ひとりの子どもの個人的な環境が、しかるべき当局によって評価され、

法律上の性別変更がその子の最善の利益になるかどうかが判断されるべきだ。政府はま

た、トランスジェンダーの子どもに関する学校関係の方針・指針を改め、自らの性自認

に従った制服の着用、学校設備の利用、活動への参加にあたり、いかなる子どもも性同

一性障害の診断書を求められないことを明確に示すべきである。 
 

家族関係と親子関係による差別 
法律上の性別認定（戸籍記載変更）を請求する者全員に対して、現に婚姻をしていない

ことを求める日本法の規定は、戸籍記載の変更を望むトランスジェンダーの既婚者に暗

 
69 文部科学省「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施等について」平成 27 年 4 月 30 日、

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm。 
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に離婚を義務づけるものである。これは性別移行の結果生まれる同性婚状態が日本では

認められていないからだ。こうした要件は差別であり、国連人権理事会の 2011 年と

2014 年の報告書など、主要な人権機関が非難しているところである。 
 
トランスジェンダーの人びとが自らの性自認を法律上認めて欲しいと望む場合、現に未

成年の子がいないことという規定は、トランスジェンダーの人びとの私生活・家族生活

の尊重を受ける権利、家族を形成する権利を侵害するものであり、そうした理由による

差別である。 
 
2008 年の性同一性障害者特例法改正により、法的性別認定（戸籍記載変更）を求める

トランスジェンダーの人びとには、現に未成年の子がいてはならない、とされた（改正

前は「現に子がいないこと」とされていた）。この改正の事実は、政府が法律改正を検

討する姿勢があることを示してはいるが、この改正では不十分である 70。  
 

社会における強い同調圧力 
高校教師でコミュニティリーダーでもある土肥いつきさんはヒューマン・ライツ・ウォ

ッチに対し「社会の変化のひとつの原因は、トランスジェンダー自身が声をあげたこ

と、またその声を広げる人がいたからだと思います」と述べる 71。そして、アイデンテ

ィティ・ベースの法律上の性別認定に向かう世界的な流れは日本の政策議論にも影響を

及ぼしていると指摘した上で、現状の問題点を指摘する。 
 

法改正が進まないのは、日本のジェンダーギャップ指数が低いことや

選択的夫婦別氏制度が成立しないことと関係していると思います。つ

まり、日本は性別二元制と異性愛規範、さらに家父長制がきわめて強

い社会です。特に、政権与党やその支持者にその傾向が強く見られま

す 72。 
 
教育機関は特に注目を集めている。 
 
ここ数年で、国立女子大学 2 校すべて（お茶の水女子大学、奈良女子大学）と私立女子

大学 2 校（宮城学院女子大学、日本女子大学）が、トランスジェンダー学生の入学を許

可すると表明した。そして 2020 年 6 月には、日本で最も歴史のある女子大学である日

本女子大学が「様々な違いがあっても不当な扱いを受けることのない、人権の尊重され

 
70  2008 年 6 月、第 169 回通常国会において性同一性障害者特例法改正が衆参両院で全会一致により可決された。これにより「現に子がいないこと」とするいわゆる子なし要

件（同法第 3 条）は変更され、子がある性同一性障害者について戸籍上の性別変更が認められることになった。しかし「現に未成年の子がないこと」という条件は課せられた

ままである。国会審議の経緯については参議院の次のホームページを参照。http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/169/meisai/m16907169021.htm（2019 年 1

月 29 日閲覧）。また次の論文も参照。Mark McLelland & Katsuhiko Suganuma (2009) Sexual minorities and human rights in Japan: an historical perspective, The International 

Journal of Human Rights, 13:2-3, 329-343, DOI: 10.1080/13642980902758176。 

71 ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。土肥いつきさん、大阪、2015 年 8 月 8 日。 

72 同上。 
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る社会の実現に貢献する」（篠原聡子学長）との認識を示し、トランスジェンダー女子

学生を包摂する動きに加わった 73。 
 
これら 4 大学は、トランスジェンダー女性の教育権を尊重する方針をとることによっ

て、トランスジェンダー女性にも平等な権利があり、他のすべての人と同様に高等教育

を受ける機会が与えられるべきであるとの認識を示している。 
 
2016 年にヒューマン・ライツ・ウォッチは、日本の学校での LGBT 生徒へのいじめの実

態を明らかにする報告書を発表した 74。同報告書では、教育のアクセスに関してトラン

スジェンダーの生徒が経験する大きな障壁について言及するとともに、文部科学省がこ

の問題について近年示した方針・指針なども取り上げた。トランスジェンダーの生徒が

直面する問題に文部科学省が対応する姿勢を見せていることは、確実に若者の成長の助

けとなっている。しかしこうした方針・指針も現行法に基づくものにとどまっている。

つまりトランスジェンダーの生徒を「性同一性障害の生徒」として捉えている。 

 
こうした政策上の障壁に加えて、日本の学校文化がジェンダー規範に依然として厳密な

ことも問題だ 75。日本の学校の大半では、制服着用やトイレ使用、学校で与えられる情

報、その他ジェンダー規範を強調するメカニズムなどで、厳密なジェンダー規範に従う

ことが学校の方針となっている。 
 
学校での活動も、性別役割の強制度の違いこそあれ、男女別は典型的といえる。こうし

た標準システムがトランスジェンダーやジェンダーに不一致(gender non-conforming)な生

徒に引き起こす不安には強いものがある。ある中学生はこう話してくれた。「学校は性

別で分けられることが本当にたくさんあります。出席番号、制服、座席表や髪の長さま

で 76。」日本の教育が専門の人類学者ピーター・ケイヴによれば、小学校においてさえ

も、子ども・生徒たちの待遇や立場的な状況のジェンダー差ははっきりしている 77。 
 

2016 年と 2019 年の報告書で詳しく述べたように、学校でもいまだに制服や外見につい

ての厳しい校則が是認されている。近年、こうした校則を見直す動きも一部には出てき

ている。 
 
2021 年、大阪地方裁判所は地毛が茶色い元女子生徒の賠償請求を認めた。高校では髪

の毛の色は黒い子どもがほとんどで、この元女子生徒も地毛の茶髪を黒染めしていたこ

 
73 三島あずさ「日本女子大、トランスジェンダーの学生受け入れへ」『朝日新聞』、2020 年 6 月 19 日、https://digital.asahi.com/articles/ASN6M4Q82N6MUTIL00K.html 

(2021 年 4 月 8 日閲覧)。 

74 ヒューマン・ライツ・ウォッチ（2016）『「出る杭は打たれる」：日本の学校における LGBT⽣徒へのいじめと排除』

（https://www.hrw.org/ja/report/2016/05/06/289497）。 

75 Kanae Doi and Kyle Knight, “Japan’s School Uniform Shift Will Help LGBT Students,” Human Rights Watch dispatch, June 20, 2018, 

https://www.hrw.org/news/2018/06/20/japans-school-uniform-shift-will-help-lgbt-students.   

76  ヒューマン・ライツ・ウォッチによるインタビュー。N・レイさん、岡山、2015 年 8 月 13 日。 

77 Cave, Primary School in Japan: Self, Individuality and Learning in Elementary Education. 

https://digital.asahi.com/articles/ASN6M4Q82N6MUTIL00K.html
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ともあったが、この元女子生徒は自分の髪が茶色いのは生来のものと説明したにもかか

わらず、学校側は毛根を検査し、染色していると決めつけて、髪の染色や脱色を禁止す

る校則に違反しているとして繰り返し指導した。そして学校側は元女子生徒の机を教室

から撤去し、名簿から氏名を削除した。元女子生徒は 33 万円の賠償金を勝ち取った一

方、裁判所は頭髪に関する校則は合法という判断を下した 78。この訴訟はトランスジェ

ンダーに直接かかわってはいないが、トランスジェンダーの子どもたちが学校で味わう

経験を反映しており、同調を強いることによる犠牲を示している。 
 
 
  

 
78 Graeme Reid「『頭髪指導』論争：校則の有害性が浮き彫りに LGBT 生徒など学生を危険にさらす 外見規制の校則」、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、2021 年 3 月 10

日、https://www.hrw.org/ja/news/2021/03/11/377977 (2021 年 4 月 8 日閲覧)。 



 

 29 HUMAN RIGHTS WATCH | 2021 年 5 月 

 

III. 日本の法制度におけるトランスジェンダーの人びとの

取扱いに関する最近の進展 
 
ヒューマン・ライツ・ウォッチが知る限り、日本の法律上の性別認定制度の手術要件を

直接争点として個人が提起した訴訟は 1 件だけである。2018 年 2 月に広島高等裁判所

岡山支部は、トランスジェンダー男性の臼井崇来人さん(43)を原告とする審判に対して

判断を下した。臼井さんは、手術要件が日本国憲法に違反するとして性同一性障害者特

例法自体を問題とした。 
 
広島高等裁判所は、性同一性障害者特例法は混乱を避けるためにあると次のように判示

した。 
特例法に基づいて性別の取扱いの変更がされた後、元の性別の生殖能

力に基づいて子が誕生した場合には，現行の法体系で対応できないと

ころも少なくないから、身分法秩序に混乱を生じさせかねない 79。 
 
そして同裁判所は、「元の性別の生殖能力等が残っているのは相当ではない」との判断

を示した 80。本件決定は国際人権法に違反しており、有害で差別的かつ時代後れのパラ

ダイムの存続に棹差すものだ。 
 
近年の判例から読み取れるのは、ある一部の人びと---トランスジェンダーの人びと---を
権利主体として認めつつ、当事者が実在しない「性同一性障害」に罹患した人として理

解する法律を解釈する複雑さだ。しかしながら、こうした枠組の下でも、トランスジェ

ンダーの人びとは差別事案に訴訟を提起し、多くの勝訴判決を勝ち取っている。 
 
次に示す判例は包括的なものではないが、その例証となるものだ。一部は判決が確定し

ておらず、公に得られる情報が限られている事案もある。 
 

2002 年 6 月 
 

東京地方裁判所会

社での差別事件 
 

旅行ガイドブック等を発行する会社に勤務していた会社員は性同

一性障害の診断を受けた。女性は会社に対し、女性として働くと

いう労働者の権利を尊重してほしいと訴えた。しかし会社側に拒

否されたので女装して出勤したところ、「職場秩序を乱した」と

して懲戒解雇されたのである。 
 
判決では会社による懲戒解雇が無効とされた。裁判所は女装が他

の社員の混乱を生じさせるとした会社側の主張を一理あるとし

た。しかし会社員は「女性としての行動を抑制されると、多大な

 
79 広島高等裁判所岡山支部判決（平 29（ラ）17 号）2018 年 2 月 8 日。 

80 同上。 
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精神的苦痛を被る状態」にあり、会社側には従業員らの「理解を

図ることにより、時間の経過も相まって（このような違和感や嫌

悪感を）緩和する余地が十分にある」との判断を示した 81。 

2014 年 4 月 大阪家庭裁判所特

別養子縁組審判 
大阪家庭裁判所は、トランスジェンダー女性による特別養子縁組

の申し立てを認めた。GID（性同一性障害）学会によれば、この

手続は 2004 年の性同一性障害者特例法施行以降、手続き的には

申立可能となったが、トランスジェンダー女性に特別養子縁組が

認められたのは初めてであり、これにより女性は日本で初めて法

的に「母親」となったトランスジェンダー女性となった 82。 

2014 年 9 月 静岡地方裁判所 
浜松支部 
ゴルフクラブ入会

許否事件 

静岡県湖西市内の株主会員制ゴルフクラブが、法律上の性別を男

性から女性に変更したトランスジェンダー女性(59)の入会申込を

拒否した事件。女性は公序良俗に反する行為であるとしてこのゴ

ルフクラブを相手に損害賠償請求の民事訴訟を起こした。 
 
裁判所は原告の請求を一部認容した上で、判決文で「性的少数者

への差別を明確に批判する」とし、「被告が被った精神的損害

は、看過できない重大なものといわざるを得ないと述べた 83。し

かし裁判所はこうも記している。「性的少数者であることは趣味

や嗜好ではなく、本人の意思とは関係なしに患われる病気である

ことは社会においてよく理解されている。性同一性障害という疾

患ないしその治療行為を理由とする不合理な取扱いが許容されな

いのは、他の疾患を理由とした不合理な取扱いが許容されないの

と同じである 84。」 
 
裁判所はゴルフクラブを経営する会社に対し、慰謝料と弁護士費

用合わせて 110 万円の損害賠償を命じた。 

2015 年 11 月 
 

東京地方裁判所職

場でのトイレ利用

と嫌がらせ事件 

経済産業省職員が、自分の性自認に基づくトイレ利用を禁じら

れ、上司から性別移行に関して嫌がらせを受けたとし、国を相手

に処遇改善と損害賠償を求める裁判を起こした 85。2019 年、東京

地方裁判所は原告女性の訴えを認め、同省に 132 万円の支払いを

命じる判決を出した。これは、性的指向や性自認に関する職場差

 
81 Hifumi Okunuki, “Japan’s courts don’t share Mio Sugita’s views on supporting LGBT people, precedents show,” Japan Times, July 30, 2018, 

https://www.japantimes.co.jp/community/2018/07/30/issues/japans-courts-dont-share-mio-sugitas-views-supporting-lgbt-people-precedents-show/#.W3q6rtgzZAZ （2021 年

4 月 8 日閲覧）。 

82 「性同一性障害 性別変更後『母親』に 特別養子縁組認定」『東京新聞』、2014 年 4 月 4 日、http://www.jinken.ne.jp/flat_topics/2014/04/post_1623.html（2021 年 4

月 8 日閲覧）。 

83 “Sex change plaintiff wins damages over golf course snub,” Japan Times, September 9, 2014, https://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/09/national/crime-legal/sex-

change-plaintiff-wins-damages-golf-course-snub/#.XANhAJNKhPa （2021 年 4 月 8 日閲覧）。 

84 同上。 

85  Tomohiro Osaki, “Transgender bureaucrat sues METI over sex discrimination,” Japan Times, https://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/13/national/crime-

legal/transgender-bureaucrat-sues-meti-over-sex-discrimination/ （2021 年 4 月 8 日閲覧）。 

https://www.japantimes.co.jp/community/2018/07/30/issues/japans-courts-dont-share-mio-sugitas-views-supporting-lgbt-people-precedents-show/#.W3q6rtgzZAZ
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/09/national/crime-legal/sex-change-plaintiff-wins-damages-golf-course-snub/#.XANhAJNKhPa
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/09/national/crime-legal/sex-change-plaintiff-wins-damages-golf-course-snub/#.XANhAJNKhPa
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/09/national/crime-legal/sex-change-plaintiff-wins-damages-golf-course-snub/#.XANhAJNKhPa
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/13/national/crime-legal/transgender-bureaucrat-sues-meti-over-sex-discrimination/
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/13/national/crime-legal/transgender-bureaucrat-sues-meti-over-sex-discrimination/
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/13/national/crime-legal/transgender-bureaucrat-sues-meti-over-sex-discrimination/
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別を認めた判決とされる。江原健志裁判長は、こうした制限が

「原告がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることがで

きることという重要な法的利益を制約するものであるということ

になる」とした 86。 

2016 年 6 月 名古屋地方裁判所 

トランスジェンダ

ー社員へのカミン

グアウト強制事件 

女性の名前に変更した愛知県の会社員が、職場でカミングアウト

を強制され精神的苦痛を受け、うつ病を発症したとして、勤務先

の愛知ヤクルト工場に 330 万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋

地裁に起こした 87。 

2017 年 6 月 京都地方裁判所 

トランスジェンダ

ー更衣室使用拒否

事件 

京都市のトランスジェンダー女性が、京都府内のフィットネスク

ラブで、性別適合手術前の性別に基づき男性更衣室を利用するこ

とを求められたとして、運営会社のコナミスポーツクラブを相手

に起こした損害賠償請求訴訟。和解が成立したが、具体的な和解

条項は公表されていない 88。 

 
  

 
86 「性同一性障害職員、利用トイレ制限は違法 東京地裁」『日本経済新聞』、2019 年 12 月 12 日、https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53272270S9A211C1CC1000/、

東京地方裁判所判決（平成 27 年（行ウ）第 667 号、および平成 27 年（ワ）第 32189 号）2019 年 12 月 12 日

（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/089244_hanrei.pdf）。 

87 「『意に反して性同一性障害公表』 ヤクルト子会社を提訴」『朝日新聞』、2016 年 6 月 28 日、https://digital.asahi.com/articles/ASJ6X46FDJ6XOIPE021.html（2021 年 4

月 8 日閲覧）。 

88  “Transgender Woman Sues Gym over Changing-room Use,” Japan Times, December 25, 2015, https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/25/national/crime-

legal/transgender-woman-sues-gym-over-changing-room-use/#.W3rVT9gzZAY （2021 年 4 月 8 日閲覧）。 
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IV. 性自認、法律上の性別認定、人権基準 
 
国際人権基準では、トランスジェンダーの人びとのジェンダーの再割り当てに関し、法

的手続と医学措置の分離が必要であると考えられるようになってきた。 
 
ジュネーブにある国連人権理事会で 2017 年から 18 年にかけて行われた日本政府に対す

る普遍的定期的審査(UPR)において、ニュージーランド政府は、日本は「性同一性障害

者特例法の見直しを含め、性的指向・性自認に基づく差別に対処するための行動をとる

べきである」と勧告した 89。日本政府は同勧告を「支持する(supporting)」と表明した。

これは 2022 年予定の次回普遍的定期的審査までにこの勧告を実行するコミットメント

を示したことになる 90。 
 
2018 年の国連総会に提出した報告書で、性的指向と性自認に関する独立専門家のヴィ

クトール・マドリガル－ボルロス(Victor Madrigal-Borloz)は次のように述べている。 
 
法律上の認定を行わないことは、国家の義務の根本的な破綻とも言え

るほどに、当事者のアイデンティティを否定するものだ。ある研究者

はこう述べた。国がトランス・アイデンティティへの法的なアクセス

を否定するとき、実際に行っているのは、正しい国民とは何かという

理解の発信なのである 91。 
 
市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）は、すべての人の平等な市民的

及び政治的権利（第 3 条）、法の下に人として認められる権利（第 16 条）、私生活と

家族への権利（第 17 条）、婚姻できる年齢の人が婚姻をし、かつ家族を形成する権利

（第 23 条 2 項）を規定している 92。 
 
締約国は自由権規約の下、性を含むいかなる理由による差別なく、すべての人びとに法

律の下の平等と法律による平等の保護を確保する義務を負う（第 26 条）。自由権規約

委員会は、自由権規約について締約国の履行状況をモニタリングする国際的な専門家機

関として政府に対し、自らのジェンダーを法律上認定される権利などトランスジェンダ

ーの人びとの権利を保障するとともに、締約国に性自認（ジェンダー・アイデンティテ

 
89 United Nations Human Rights Council, Draft Report on the Working Group of the Universal Periodic Review, Japan, November 23, 2017, A/HRC/WG.6/28/L.12, 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/a_hrc_wg.6_28_l.12.pdf（2021 年 4 月 8 日閲覧）。 

90 UPRinfo, Japan, Third Review, Session 28, March 19,2018, https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-

_november_2017/responses_to_recommendations_upr28_japan.pdf（2021 年 4 月 8 日閲覧）。 

91 UN General Assembly, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, A/73/152,  July 12, 2018, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/152（2021 年 4 月 8 日閲覧）。 

92  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into 

force March 23, 1976. 日本は 1979 年に自由権規約を批准している。 

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/a_hrc_wg.6_28_l.12.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/a_hrc_wg.6_28_l.12.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/a_hrc_wg.6_28_l.12.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/responses_to_recommendations_upr28_japan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/responses_to_recommendations_upr28_japan.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/japan/session_28_-_november_2017/responses_to_recommendations_upr28_japan.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/152
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/152
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/152
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ィ）を法律上認定する際の人権侵害を伴う要件や不均衡な要件を撤廃するよう明示的に

勧告してきた 93。 
 
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は 2012 年、性的指向及び性自認を理由とする暴力及

び差別の撤廃を求める 2011 年の人権理事会決議の求めにより作成された報告書で、

「性別変更を認める国の法令では、黙示的または明示的に、その条件として申請者に不

妊手術（断種手術）を義務づけることが多い。法的性別認定を求める場合に婚姻してい

ないことを要求する国もあるが、これは当人が婚姻中の場合は離婚しなければならない

ことを意味する」と記した 94。 
 
拷問に関する国連特別報告者は 2013 年、「多くの国で、トランスジェンダーの人びと

は、自らが希望するジェンダーを法的に認定される必要条件として、多くが希望しない

不妊化手術（断種手術）を課されている」と指摘 95。特別報告者は、こうした強制不妊

（断種）を、差別されない権利や身体の完全性(integrity)などの人権への侵害とみなす流

れに留意した上で、各国政府に対し「事情を問わず強制・強要された不妊（断種）をす

べて違法とし、周縁化された集団に属する個人に特別な保護を与えること」を求めてい

る 96。 
 
2014 年の共同声明で、WHO、OHCHR、国連合同エイズ計画(UNAIDS)、国連開発計画

(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)、国連人口基金(UNFPA)はこう述べている。「加盟国が負

う健康への権利の尊重義務は、加盟国に対して差別的実行を差し控えるよう求めるもの

である。この義務には、障がい者やトランスジェンダー及びインターセックスの人びと

の権利、これらの人びとが自身の生殖能力を保持する権利を尊重する義務も含まれる
97。」これらの国際機関は各国政府に対し「完全かつ自由で、十分な情報が与えられた

意思決定を法的に保障し、強制・強要された、または非自発的な不妊（断種）を廃絶

し、この点に関する法律や規制、政策を再検討、改正、発展させる」ことを求めた 98。 
 
性的指向及び性自認に関する 2014 年の国連人権理事会決議によるマンデートに基づき

作成された 2015 年の報告書で、OHCHR は各国に対し、「申請に基づき、望む性別を反

 
93 UN Human Rights Committee, Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of Ireland, August 19, 2014, CCPR/C/IRL/CO/4, https://undocs.org/CCPR/C/IRL/CO/4 ; 

UN Human Rights Committee, Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of Ukraine, August 22, 2013, CCPR/C/UKR/CO/7, https://undocs.org/CCPR/C/UKR/CO/7 

（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

94 UN Human Rights Council, Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity: Report of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, UN Doc. A/HRC/19/41 (November 17, 2011), 

https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf, para. 72（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

95  UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 

February 1, 2013, https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session22/a.hrc.22.53_english.pdf, para. 78（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

96 同上、para. 88。 

97  OHCHR et al., Eliminating Forced, Coercive and Otherwise Involuntary Sterilization, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112848/9789241507325_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  p. 10. 

98 同上、p. 13。 

https://www.ohchr.org/documents/issues/discrimination/a.hrc.19.41_english.pdf
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映した法的な身分証明書を発行すること、不妊（断種）や強制的な治療、離婚など人権

侵害を伴う要件の削除」を直ちに開始するよう勧告した 99。 
 
WHO、UNDP、米国際開発庁(USAID)、米大統領エイズ救済緊急計画(PEPFAR)、アジア太

平洋トランスジェンダー・ネットワーク、及びヘルス・ポリシー・プロジェクトが共同

発表した「アジア太平洋地域のトランスの人びとに対する包括的ケアの提供に関する基

本構想 2015」は、政府に対して「医療要件やいかなる理由による差別もなく、各人が

自己決定した性自認を十分に認めるために必要なすべての立法上、行政上、及びその他

の措置を講じる」よう勧告している 100。 
 
同様に、性的指向及び性自認に関する国際人権法の適用に関する原則（ジョグジャカル

タ原則）の第 3 原則は、次のように述べている。 
 
何人も、自己の性自認の法的承認のための条件として、性別適合手

術、不妊またはホルモン療法などの医療処置を強制されない。いかな

る地位（婚姻または親であることなど）も、個人の性自認の法的承認

を妨げるために援用されない。何人も、自己の性的指向または性自認

を隠匿、抑圧または否定する圧力をうけない 101。 
 
国際的な医療専門家団体は近年、法的性別認定に関する医療モデルに反対の立場を強め

てきた。国際的な学際的専門職組織 WPATH は、トランスジェンダーの人びとの健康に

つき、エビデンスに基づく診療、教育、研究、権利擁護（アドボカシー）、公共政策、

そして尊重の推奨を目的とし、全世界に 700 人以上の会員を擁する団体である。WPATH
は 2010 年の声明で、法律上の性別認定から不妊（断種）要件を外すよう求めていた
102。声明は次のように述べる。 

 
いかなる人も、自己のアイデンティティの認定条件として手術や断種

を求められるべきではない。身分証明書に性別表記を要する場合に

は、その表記は、生殖能力と関係なしに、その人の実感に基づく性別

を認定すべきである。WPATH 理事会は、政府やその他の当局に対し、

 
99 UN Human Rights Council, Discrimination and Violence against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity: Report of the Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights, A/HRC/29/23 (May 4, 2015), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/088/42/PDF/G1508842.pdf?OpenElement, para. 

79(i)（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

100 Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, United Nations Development Programme, Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and 

Trans Communities in Asia and the Pacific (Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project, 2015), p. 112, http://www.healthpolicyproject.com/pubs/484_APTBFINAL.pdf  

（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

101 Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity, 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en_principles.htm, principle 3（2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

102 WPATH statement (June 16, 2010), https://amo_hub_content.s3.amazonaws.com/Association140/files/Identity%20Recognition%20Statement%206-6-

10%20on%20letterhead.pdf （2021 年 4 月 9 日閲覧）。 

http://www.healthpolicyproject.com/pubs/484_APTBFINAL.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/pubs/484_APTBFINAL.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en_principles.htm
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en_principles.htm
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en_principles.htm
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アイデンティティの認定における外科処置要件を削除するよう強く求

めるものである 103。 
 
2015 年に WPATH は声明を更新し、強制不妊（断種）を重ねて非難するとともに、法律

上の性別認定のために課される、きわめて困難かつ医療化された手続への批判をさらに

広げてこう記した。「いかなる医学的・外科的・精神保健的治療及び診断も、個人のジ

ェンダー・アイデンティティの適確な指標になるものではない。したがって、法的な性

別変更の要件とされるべきではない」。また「婚姻の有無や親であるかどうかが、法律

上の性別変更認定に影響を及ぼすべきではなく、また、適切な法律上の性別認定がトラ

ンスジェンダーの若者に提供されるべきである 104。」 
 
そして 2017 年に WPATH はポジション・ステートメントを更新し、次のように重ねて述

べた。 
 

WPATH はさらにすべての人が自らのジェンダー・アイデンティティと

一致する身分証明書類を持つ権利を確認する。ここには法律上の性別

を付与する書類も含まれる（…）。トランスジェンダーの人びとは、

その人がどのようなアイデンティティを持ち、どのような外見かに関

係なく、すべての人が望み、受けている性別認定を享受すべきだ。ト

ランスジェンダーの人びとの性別認定に対する医療やその他の面での

障壁は、心理的・精神的健康を害しうる。WPATH は、書類に記載され

る法律上の性別又は性別表記の変更を望む人びとの障壁となる、いか

なる医療的要件にも反対する 105。  

 
103 同上。 

104 WPATH. WPATH Statement on Legal Recognition of Gender Identity, January 19, 2015, 

https://amo_hub_content.s3.amazonaws.com/Association140/files/WPATH%20Statement%20on%20Legal%20Recognition%20of%20Gender%20Identity%201-19-15.pdf （2021

年 4 月 9 日閲覧）。 

105  WPATH. WPATH Identity Recognition Statement, November 15, 2017, 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf.  

https://amo_hub_content.s3.amazonaws.com/Association140/files/WPATH%20Statement%20on%20Legal%20Recognition%20of%20Gender%20Identity%201-19-15.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf
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「尊厳を傷つける法律」 
性同一性障害者特例法改正に向けた気運の高まり

日本における法律上の性別認定（戸籍記載変更）手続は、断種手術と時代遅れの精神科医による診察を義務づけており、時
代錯誤で有害かつ差別的だ。日本に住む多くのトランスジェンダーの人びと、国内の医療・法律・学術専門家、さらには国
際的な保健・人権機関からは、同法は改正されなければならないとの見解が示されている。 

本報告書「尊厳を傷つける法律」は、トランスジェンダーの人びとが、2004年に施行された性同一性障害者の性別の取扱い
の特例に関する法律（性同一性障害者特例法）の下で壁に阻まれ続けている実態と、法律改正に向けた気運の高まりを明ら
かにしている。 

「性同一性障害者特例法」に含まれる差別的で人権侵害的な条項は、施行当時にしてみれば特別だったわけではない。しか
し、各国の様々な立法府や裁判所、地域的人権裁判所や地域機関は近年、こうした要件が人権法に反し、トランスジェンダ
ーの人びとの尊厳を傷つけているとの判断を示している。日本政府は国際社会や国内の法律改正に向けた気運の高まりにあ
わせ、時代遅れで有害な要件を削除し、個人の性自認に基づく法律上の性別認定を始めるべきだ。 
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